
令和 7 年 月

令和 8 年度 令和 17

１．事業概要

（１）

① 給　水

人

人

千㎥／ha

② 施　設　

％

③ 料　金

　令和元年10月1日より適用の料金

【基本料金】

金　　額 金　額

1,870円 143円

2,024円 165円

2,112円 187円

2,222円 209円

2,299円 特別給水 １㎥～ 176円

3,355円

4,785円 1,870円

165円

④ 組　織

（２）

【超過料金】

※各料金には、消費税が含まれる。（内税）

11㎥～20㎥

21㎥～40㎥

41㎥～60㎥

61㎥～　　

【しらかば平別荘】

1ヵ月

※従量制による料金体系

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

φ２０ （  〃  ）

φ２５ （  〃  ）

別添１－２

木祖村簡易水道事業経営戦略

事業の現況

*1　「広域化」とは、①事業統合、②経営の一体化、③管理の一体化、④施設の共同化をいい、それぞれの内容は以下のとおりである。なお、将来の広域化に向けた他団体との勉強会の設置や
人事交流等について説明すべきものがあればその内容も記載すること。
①経営主体も事業も一つに統合された形態、②経営主体は一つだか、認可上、事業は別の形態、③維持管理業務や総務系の事務処理などを共同実施あるいは共同委託等により実施する形
態、④浄水場、配水池、水質試験センターなどの施設を共同保有する形態

77.42 千ｍ

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まな

施 設 利 用 率 72.5

施 設 数

策 定 日 ：

年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

浄水場設置数

配水池設置数

3

0.021

供 用 開 始 年 月 日 昭 和 29 年 7 月 20 日

水 源

団 体 名 ：

事 業 名 ：

有 収 水 量 密 度

　　　木　祖　村

　　　木祖村簡易水道事業

施 設 能 力 2,408 ㎥／日

　
　令和７年度現在、建設水道課に所属し職員２名体制で通常時は業務に従事している。建設水道課は、水道地籍係のほか建設係を所管している。

　緊急時や人手が必要な場合は、他の係との連携により対応している。

　簡易水道係は、４０代の係長が施設の更新計画・施工管理・経営に関する全般を担当し、３０代の職員が日常の施設管理、水質管理（検査）に従事している。

これまでの主な経営健全化の取組

　
　施設の一本化、管理の一元化を図り、安心・安全な飲料水の供給を行うと共に、旧施設を持続し、地域住民への水道サービス水準の向上を目的に、平成２４年３月３０日に
そ

れまで５つあった簡易水道（薮原簡易水道・小木曽簡易水道・菅簡易水道・吉田簡易水道・しらかば平簡易水道）を廃止し、木祖村簡易水道を創設した。

平 成 21 年 6 月 1 日

計 画 期 間 ：

9

～

管 路 延 長

法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

　　　法適用
（令和２年４月地方公営企業法一部適用開始）

区　分

φ３０ （  〃  ）

φ４０ （  〃  ）

φ５０ （  〃  ）

φ７５ （  〃  ）

φ１３（～10㎥）

特別給水

区　　　　　分

計 画 給 水 人 口 2,590

現 在 給 水 人 口 2,494

表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他



（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３） 料金収入の見通し

　ここ数年の料金収入は、令和３年度までは利用者の減少等により微減の状況となっている。　また、令和４年度～５年度については物価高騰対策として水道料金の減免をお
こなったため、大幅に減少となった。令和６年度は減免の終了や老朽管の更新による漏水対策をおこなったため、料金が令和３年度並みとなった。しかしながら、将来的に給
水人口の減少と水需要の低下が見込まれることから、料金収入についても減少していくことが予想される。

　今後は、老朽化施設の更新計画や耐震化計画に基づきにより老朽管の解消を行っていく。また、起債の償還金額が増加していくことや、老朽管解消のため今後の起債額も
増加していくことが予想される。４条への一般会計からの繰入金や、状況によっては基準外繰入も想定されることから、令和９年度から段階的に料金を引き上げ、令和17年度
には改訂前の料金の２割程度増とすることを検討している。

※　直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

水需要の予測

　本村の年間の給水件数（戸数）は、△３．３９％の減少傾向にあり、給水人口については直近の5年間で△９．３３％と１割近く減少となっている。

　令和６年度おいて、給水人口２，４９７人、給水件数１，２５３件であるが、令和11年度には給水人口２，302人、給水件数１，０５２件になると見込んでいる。

　給水人口の減少は、社会減及び自然減共に継続的に減少するものと予測される。
　
 

給水人口の予測

 　別紙のとおり

　２．将来の事業環境（１）給水人口の予測のとおり、本村の給水人口は将来的に減少していくことが予測され、それに伴い水需要についても減少していくことが予測される。

　また、水道使用者の節水意識の高まりや節水型給水装置の普及等により、水需要はさらに減少していくと考えられる。
　
　有収水量（水道料金徴収の対象となった水量）については、令和２年度２８７，６８９㎥であったが、４年度まで減少傾向にあった。５年度は物価高騰対策として水道料金の減
免をおこなったため減少している。６年度については、減免が終了したことや老朽配水管の更新に伴い、漏水が改善されたため有収水量が増となった。
　令和７年度以降の有収水量については、令和２年度から６年度までの平均3.28％減少する見込みで推計している。

　　　　　　　　　　　（単位：千円）
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（４）

（５）

３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

○水道施設等耐震化事業（簡易水道再編推進事業）計画

実施年度
交付金要望額

（見込）

令和7年度 17,545千円

令和8年度 4,295千円

令和9年度 30,000千円

令和10年度 30,000千円

令和11年度 30,000千円

令和12年度 30,000千円

令和13年度 30,000千円

令和13年度 30,000千円

令和14年度 30,000千円

　現在の水道施設は、古いものでは昭和４８年～５９年に整備されたもので老朽化が著しく見られる。老朽化の解消のため、令和７年度から令和12年度にかけて、上下水道耐
震化計画に基づき国庫補助金や県交付金を活用し、村内各施設の改修、更新、強化の実施を計画している。

　主なものとして、過去に漏水事故のあった送配水管や道路改良に併せた老朽管の更新及び耐震管の布設を行う。またDX推進としてスマートメーターの導入を順次行うこと
を計画している。

投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

老朽管更新 菅地区配水管布設替工事 配水管φ100 L=460.3m 90,000千円

老朽管更新 小木曽地区配水管布設替工事
配水管φ150 L=　25.4m
配水管φ100 L=384.1m

90,000千円

実施内容

老朽管更新

老朽管更新

老朽管更新

老朽管更新

　（１）安全で安心な水道水を供給すること。
　　・安全で良質な水源を確保し、安心して飲める水道水の供給を行う。
　　・水質管理を徹底し、良質でおいしい水道水の供給を行う。
　
　（２）安定的な水道水の確保
　　・施設の更新計画を整備し、計画的に施設の更新及び耐震化を進め安定した水道水を確保する。
　　・老朽化施設の更新を計画的に行い、水質事故をなくし安定した水道水の供給を行う。

　（３）資産管理（アセットマネジメント）に基づく、老朽化施設の更新
　　・令和２年４月から公営企業会計が開始となり、アセットマネジメントによる更新需要を的確に把握し、老朽化施設の更新・強靭化を行う。
　　・老朽化施設の更新にあたっては、事業費を平準化し建設改良費の財源確保にあたっては、起債借入と補助事業の利用により行う。
　　・将来的な給水人口の減少と水需要の低下を的確に把握し、それに見合った施設の更新を行う。
　
　（４）経営の健全性の確保
　　・令和２年４月から公営企業会計が開始され、経営の健全性・効率性・老朽化の状況を的確に把握し、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上等に取り組む。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

目 標
　現在、実施している水道施設等耐震化事業（簡易水道再編推進事業）による生活基盤施設耐震化等補助金を利用し、事業期間平成

２４年度から令和１０年度の計画で、老朽化施設である導水管、浄水設備、配水管、電気計装機器の基幹的施設の改良を行う。

　現時点での組織の見直し等の計画・検討予定はない。

施設の見通し

組織の見通し

老朽管更新

吉田地区送配水管布設替工事

村道奥峰1号線配水管布設替工事

小木曽地区配水管布設替工事

藪原地区配水管布設替工事

菅地区配水管布設替工事

小木曽地区配水管布設替工事

藪原地区配水管布設替工事

老朽管更新

配水管φ75   L=53.9m
配水管φ100 L=69.0m

配水管φ150 L=230.0m
配水管φ75　 L= 51.8m

実施内容 事業費（見込）

11,187千円

18,854千円

90,000千円

90,000千円

90,000千円

90,000千円

90,000千円

配水管φ100 L=346.7m

WEETDA管
1工区
送水管φ50 L=22.9ｍ
配水管φ75 L=22.9ｍ
推進工法     L=17.0m
送水管φ50 L=17.0m
配水管φ75 L=17.0m
２工区
送水管φ50 L=132.1m
配水管φ50 L=728.0m
配水管φ100L =165.0m

配水管φ75   L=180.6m
配水管φ100 L=  14.0m

配水管φ20 L=130.6m
配水管φ30 L=116.3m
配水管φ100 L=460.3m

老朽管更新



令和15年度 30,000千円

令和16年度 30,000千円

令和17年度 30,000千円

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

①　投資について検討状況等

②　財源について検討状況等

配水管φ150 L=273.7m 90,000千円

老朽管更新 藪原地区配水管布設替工事 配水管φ100 L=177.9m 90,000千円

施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等 の
投 資 の 平 準 化

　令和元年度において、公営企業会計適用に向けた固定資産台帳整備を実施している。固定資産台帳の整備により将来的な
更新需要が予測可能となるため、令和2年度以降において資産管理（アセットマネジメント）と老朽管更新計画を策定し、更新
投資の平準化を目指す。

広 域 化 　広域化については、木曽地域の地形的な条件を考えても、施設・管路等を接続し経営することはコストの縮減・職員数の削
減の効果は低いと考えられるため行わない。

料 金

資産の有効活用等（*2）による
収 入 増 加 の 取 組

そ の 他 の 取 組 　令和２年４月から公営企業会計の一部適用が開始となり経営の健全化を図る。

　今後継続していく水道施設等耐震化事業（簡易水道再編推進事業）計画に沿った更新事業の実施等による起債償還額の増
加が見込まれるため、施設の老朽化の状況・更新需要を見極め、事業費の平準化をし起債残高の抑制を図る。

　現時点で、一般会計からの繰入金については基準外による繰入れを行う状況にはない。
　しかし、今後継続していく水道施設等耐震化事業（簡易水道再編推進事業）計画に沿った更新事業の実施等による起債償
還額の増加が見込まれるため、事業費を平準化し基準内繰入による経営に努める。

　現在の事業規模・組織体制並びに職員数を勘案しても、窓口業務や料金収納業務等の民間委託等を導入してもコストの縮
減・職員数の削減は見込めないため導入の検討はしていない。

民 間 の 資 金 ・ ノ ウ ハ ウ 等 の 活 用
（ PFI ・ DBO の 導 入 等 ）

繰 入 金

　平成２４年３月３０日に簡易水道の統合を実施済み。
　今後、統合簡易水道施設整備事業により整備・更新の施設については、ダウンサイジングの検討が必要と考える。

　今後は将来的な給水人口の減少及び水需要の低下に合わせ浄水方法・施設規模の検討が必要となる。

　水道料金については、２．将来の事業環境　（３）料金収入の見通しのとおり、今後継続していく水道施設等耐震化事業（簡
易水道再編推進事業）計画に沿った更新事業の実施等による起債償還額の増加が見込まれるため、一般会計からの繰入金
の状況が基準外へと転じることも想定され、今後料金改定の検討が必要となってくる。

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

　現時点で遊休資産がなく、実施については未検討。

そ の 他 の 取 組

　平成２８年度より公営企業会計移行へ向けた準備や、固定資産台帳の整備を進めてきており、令和２年４月から公営企業会
計（一部適用）開始となった。
　公営企業会計開始後、資産管理（アセットマネジメント）を実施し、老朽化施設の状況・更新需要を的確に把握し、更新計画
を再度検討する必要がある。

企 業 債

目 標

　上記、水道施設等耐震化事業（簡易水道再編推進事業）計画における建設改良費については、生活基盤施設耐震化等及び補助金

起債（簡易水道事業債、過疎対策事業債）を充当することとする。

　また、上記水道施設等耐震化事業（簡易水道再編推進事業）計画以外の大規模改修については、生活基盤施設耐震化等補助金の

利用が不可能なため、起債により賄うこととする。

②　収支計画のうち財源についての説明

　○生活基盤施設等耐震化補助金・・・・・交付対象事業費総額　×　１／３
　　（現在、見込んでいる生活基盤施設耐震化等補助金の額は上記ひょうのとおり）

　○簡易水道事業債・・・・・（起債対象事業費－生活基盤施設耐震化等補助金）/２　　　(１０万円未満切り捨て）

　○過疎対策事業債・・・・・起債対象事業費－簡易水道事業債　　　（１０万円未満切り捨て）

　投資以外の経費については、令和元年度時点で現在継続的に実施している委託業務、令和元年度時点での実績見込みでの動力費を見込んでいる。

　現時点では、新たな委託業務の検討は行っておらず、令和元年度時点で実施しているもののみとなっている。

　人件費については、現時点での組織の見直し・職員の増員等の検討はないため、職員2名分の給与及び共済費について収支計画に反映させた。

　修繕費については、（４）投資・財政計画①のとおり老朽化施設・管路の更新計画を実施する見込みであり、その他大規模な修繕が必要な箇所は見当たらないため、収支

計画内では突発的な修繕工事等に対応できるよう各年一律の2,000千円を計上した。(令和８～10年度については実施計画上の金額を加味して計上）

老朽管更新 菅地区配水管布設替工事 配水管φ100 L=305.5m 90,000千円

老朽管更新 小木曽地区配水管布設替工事



③　投資以外の経費についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

　令和２年４月から公営企業会計が開始となった。
　
　公営企業会計適用により、施設の更新需要と財政状況を的確に把握することが可能となるため、経営戦略の見直しを行い

より綿密な更新計画と財政マネジメントの向上に取り組み、より健全で効率的な経営に資するため努めていく。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

そ の 他 の 取 組

動 力 費

職 員 給 与 費

*2　遊休資産の売却や貸付、債券運用の導入、小水力発電や太陽光発電など

委 託 料

修 繕 費

　委託料について、現在継続して実施している業務は、下記となっている。
　・薮原浄水棟汚泥処理及び清掃業務（年１回）　　・水道施設電気計装機器保守点検業務（年２回）　・水質検査業務　・電気
保守点検業務（月１回）　・水道メーター検針委託業務（月１回）　・小木曽浄水場ろ過池洗浄及び点検業務（２池／２年に１回）
・しらかば平浄水場ヒ素除去装置ろ材交換業務
　上記、業務については将来的に継続していく必要があり、これらは収支計画に計上している。

　修繕費については、直面する修繕として令和７年度は奥峰第一減圧層フロート弁修繕を実施予定。
　現時点で、令和８年度以降において大規模な機器等維持修繕を予定している施設はないが、近年頻発している老朽管の漏
水対策など突発的な修繕に対応できるよう各年2,000千円を見込んだ。
　しかし、施設の老朽化については今後一層進んでいくため、施設の保守点検を徹底し維持管理に努める。

　現在稼働中の施設を継続して維持していくため、令和６年度実績ベースでの計上となっている。
　施設及び設備の老朽化により動力費の上昇も考えられるため、施設の維持管理を徹底し、効率的な運転を図り費用の抑制
に努める。

　平成２８年度より公営企業会計移行へ向けた準備や、固定資産台帳の整備を行い令和２年４月から公営企業会計（一部適
用）が開始となった。
　公営企業会計開始後、資産管理（アセットマネジメント）を実施し、老朽化施設の状況・更新需要を的確に把握し、更新計画
を再度検討する必要がある。

　木祖村一般職の職員の給与に関する条例及び規則に基づき算定し、職員２名分の給与及び共済費を計上している。



様式第2号（法適用企業・収益的収支）（水道事業）

投資・財政計画

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 40,819 27,717 52,346 28,131 27,778 54,851 53,721 52,629 55,710 54,619 53,563 56,526 54,884 54,451
(1) 40,606 27,677 52,323 27,895 27,664 54,751 53,621 52,529 55,610 54,519 53,463 56,426 54,784 54,351
(2) (B)
(3) 213 40 23 236 114 100 100 100 100 100 100 100 100 100

２． 77,273 93,042 90,138 139,235 148,080 81,000 100,000 76,000 76,000 74,000 72,000 64,000 57,000 44,000
(1) 48,005 66,114 63,285 99,197 121,268 81,000 100,000 76,000 76,000 74,000 72,000 64,000 57,000 44,000

48,005 66,114 63,285 99,197 121,268 81,000 100,000 76,000 76,000 74,000 72,000 64,000 57,000 44,000

(2) 29,211 26,854 26,814 39,576 26,812
(3) 57 74 39 462

(C) 118,092 120,759 142,484 167,366 175,858 135,851 153,721 128,629 131,710 128,619 125,563 120,526 111,884 98,451
１． 101,243 95,037 102,286 136,704 147,836 148,036 162,180 144,363 148,905 143,698 147,302 147,675 139,202 127,857
(1) 15,473 15,653 13,566 15,695 17,268 16,458 16,788 17,123 17,466 17,816 18,172 18,536 18,907 19,285

8,069 8,465 5,204 8,095 8,088 8,250 8,415 8,583 8,755 8,930 9,108 9,291 9,476 9,666
1,245 1,274 611 821 1,133 1,156 1,179 1,202 1,226 1,251 1,276 1,301 1,327 1,354
6,159 5,914 7,751 6,779 8,047 7,053 7,194 7,338 7,485 7,635 7,788 7,944 8,103 8,265

(2) 34,826 33,440 43,390 36,200 35,517 36,200 46,200 36,200 41,200 36,200 41,200 44,200 41,200 36,200
11,226 7,979 9,917 9,700 10,386 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700
1,190 1,816 2,000 2,000 1,050 2,000 12,000 2,000 7,000 2,000 7,000 10,000 7,000 2,000

492 694 390 500 772 500 500 500 500 500 500 500 500 500
21,918 22,951 31,083 24,000 23,309 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

(3) 50,944 45,944 45,330 84,809 95,051 95,377 99,192 91,040 90,239 89,682 87,930 84,939 79,095 72,372
２． 5,019 8,956 12,104 20,556 11,785 21,205 25,728 18,444 17,521 16,427 15,405 14,389 13,383 7,612
(1) 4,439 6,701 9,643 18,556 11,685 18,005 18,063 16,444 15,521 14,427 13,405 12,389 11,383 5,612
(2) 580 2,255 2,461 2,000 100 3,200 7,665 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

(D) 106,262 103,993 114,390 157,260 159,621 169,241 187,908 162,808 166,427 160,125 162,708 162,064 152,585 135,469
(E) 11,830 16,766 28,094 10,106 16,237 △ 33,390 △ 34,187 △ 34,179 △ 34,717 △ 31,506 △ 37,145 △ 41,538 △ 40,701 △ 37,018
(F)
(G)
(H)

11,830 16,766 28,094 10,106 16,237 △ 33,390 △ 34,187 △ 34,179 △ 34,717 △ 31,506 △ 37,145 △ 41,538 △ 40,701 △ 37,018
(I) 61,121 84,754 90,117 101,037 64,264 28,574 △ 5,325 △ 38,039 △ 66,068 △ 98,053 △ 132,611 △ 164,647
(J) 173,141 89,027 134,850 189,774 274,250 336,238 401,243 458,104 513,626 571,802 622,587 665,988 704,381 739,735

164,034 30,347 33,163 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000
(K) 137,579 45,097 60,865 70,708 106,617 118,596 125,954 124,520 124,382 122,999 123,002 113,076 115,834 17,584

36,713 36,848 44,123 55,708 91,617 103,596 110,954 109,520 109,382 107,999 108,002 98,076 100,834 107,000
91,605
8,590 7,038 15,415 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

( I )
(A)-(B)

(L)

(M) 40,819 27,717 52,346 28,131 27,778 54,851 53,721 52,629 55,710 54,619 53,563 56,526 54,884 54,451

(N)

(O)

(P) 40,819 27,717 52,346 28,131 27,778 54,851 53,721 52,629 55,710 54,619 53,563 56,526 54,884 54,451

令和16年度 令和17年度

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

本年度
令和6年度

営 業 収 益

令和7年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額



様式第2号(法適用企業・資本的収支）（水道事業）

投資・財政計画

（単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． 274,900 292,900 85,900 5,000 46,600 128,300 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000

２．

３． 6,000 50,800 50,000 74,000 74,000 76,000 78,000 62,000 63,000 56,000

４．

５．

６． 135,468 101,332 66,187 23,091 16,885 31,700 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

７．

８． 31,598

９．

(A) 410,368 394,232 152,087 28,091 101,083 210,800 136,000 160,000 160,000 162,000 164,000 148,000 149,000 142,000

(B)

(C) 410,368 394,232 152,087 28,091 101,083 210,800 136,000 160,000 160,000 162,000 164,000 148,000 149,000 142,000

１． 418,213 410,340 136,845 38,818 114,623 167,800 93,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000

.

２． 35,024 36,713 36,848 44,123 55,143 89,472 102,422 109,616 108,015 107,706 106,148 105,973 95,866 98,439

３．

４．

５． 2,888 2,429 4,526 5,341 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

(D) 453,237 449,941 176,122 87,467 175,107 261,272 199,422 203,616 202,015 201,706 200,148 199,973 189,866 192,439

(E) 42,869 55,709 24,035 59,376 74,024 50,472 63,422 43,616 42,015 39,706 36,148 51,973 40,866 50,439

１． 24,035 55,709 24,035 59,376 74,024 50,472 63,422 43,616 42,015 39,706 36,148 51,973 40,866 50,439

２． 18,834

３．

４．

(F) 42,869 55,709 24,035 59,376 74,024 50,472 63,422 43,616 42,015 39,706 36,148 51,973 40,866 50,439

(G)

(H) 866,621 1,122,808 1,171,860 1,132,737 1,124,194 1,163,022 1,116,600 1,062,984 1,010,969 959,263 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

34,227 66,114 63,285 99,197 121,268 81,000 100,000 76,000 76,000 74,000 72,000 64,000 57,000 44,000

2,259 3,341 4,631 12,804 11,685 12,423 12,464 11,347 10,710 9,955 9,250 8,549 7,855 3,873

31,968 62,773 58,654 86,393 109,583 68,577 87,536 64,653 65,290 64,045 62,750 55,451 49,145 40,127

6,000 50,800 50,000 74,000 74,000 76,000 78,000 62,000 63,000 56,000

6,000 50,800 50,000 74,000 74,000 76,000 78,000 62,000 63,000 56,000

34,227 66,114 63,285 99,197 127,268 131,800 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 126,000 120,000 100,000

本年度
令和6年度

令和16年度 令和17年度

令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和16年度 令和17年度

令和15年度

令和15年度令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

令和11年度

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

計

そ の 他

資

本

的

支

出

他 会 計 負 担 金

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和14年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和8年度 令和9年度 令和10年度令和7年度本年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

令和12年度 令和13年度

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金


